
 

別表第１ 

社会福祉法人能美市社会福祉協議会 表彰等内規  

 

１ 社会福祉功労者表彰は、次の表の条件を具備している者で、特に功績のあったもの 

 

表彰区分 在職（活動）年数 

（ア）民生委員児童委員 ・７年以上 

（イ）社会福祉活動者・ 

活動団体 

・５年以上社会福祉活動に携わり、能美市ボランティア・コミュニ

ティ活動支援センターにボランティア登録をしているもの。 

・福祉推進員にあっては９年以上 

（ウ）社会福祉団体 

役・職員 

・市社協の役員を５年以上 

・市単位の社会福祉団体（市ボランティア連絡協議会を含む）の役・

職員を１０年以上。但し、老人福祉団体にあっては５年以上 

・支会単位の社会福祉団体の役・職員を１２年以上。但し、老人福

祉団体にあっては６年以上 

（エ）社会福祉施設 

     役・職員 

・直接処遇職員（能美市内の福祉施設に）通算して１０年以上 

・保育園職員（能美市内の保育園に）通算して１０年以上 

・その他の役・職員（能美市内の福祉施設に）通算して１０年以上 

 

２ 前項表中、在職（活動）期間中、その功績が抜群な者及び団体などの要職にあって、

功績顕著なものについては、在職（活動）年数を短縮することができる。 

 

３ 「感謝」は、本会の役員及び本会会長が委嘱した委員で、１０年以上の実績を有し退任

した者。その他、特に功績が顕著と認められる者はこの限りではない。 

 (２) 社会福祉協議会を通じた福祉関係の寄付で、累計額が 100万円を超えた者。 

  

４ 「奨励」は、主としてふれあいいきいきサロンの活動に対して、推薦年度を含まない、

過去５年間の開催回数が平均１０回以上のサロンを対象とする。 

 

附則   

この内規は、平成１７年２月１日から施行する。 

この内規は、平成２０年８月１日から施行する。 

この内規は、平成２１年８月１日から施行する。 

この内規は、平成２５年６月１日から施行する。 

この内規は、平成２６年４月１日から施行する。 

この内規は、平成２７年６月１日から施行する。 

この内規は、平成２９年６月１日から施行する。 

この内規は、令和元年５月１日から施行する。 


